
茨城労働局から講師を派遣します！
「知って役立つ労働法セミナー」

～授業などで「働くために知っておきたい労働法等のルール」について説明します！～

茨城県内の専門学校・短大・大学等の学校関係の皆さまへ
無料
です!

アルバイトや就職活動を始める学生が、労働法や制
度について学ぶことは、将来の働き方を考え、また就職
後の労働関係のトラブルから身を守り、充実した職
業生活を送るうえでとても重要です。
茨城労働局では、学生の方を対象として、働くうえで
知っておきたい基礎的な労働法の知識を習得する場として
「知って役立つ労働法セミナー」を実施しています。
各学校が学内で開催する授業の一コマとして、各種セミ
ナー等の学生支援活動の一環として、ぜひご活用ください。
時間を確保していただければ、要請に応じて労働局か
ら専門の講師を無料で派遣します。

具体的にどのような説明をしてくれるのですか？

無料ということですが、費用は一切かからないということですか？
国の事業であるため、講師派遣に必要な礼金や交通費などは一切不要です。
説明用の資料は電子データ等で提供いたしますので、必要に応じて参加者への印刷、配布等の
事前準備をお願いします。
また、集合講義の際は講演スペース及び机、椅子、掲示板、マイク等借用させていただきます。

オンライン方式での説明でも対応してくれますか？
ご相談ください。実施に当たっては、事前に打ち合わせや接続テストをさせていただきます。

講師派遣をお願いするにあたって、時間は30分でもよいですか？
最低1時間など制約はありますか？
最低〇時間等の制約はありません。ご希望の時間で説明が可能です。
ただし、時間を優先するか、講義内容を優先するか等調整させていただくことがあります。

労働関係の基礎知識（採用の際に確認する事項、休日・休暇、時間外労働、割増賃金、最
低賃金、各種保険制度、セクハラ、パワハラ、就活セクハラ等各種ハラスメント、相談機関）や今
話題の「働き方改革」など幅広く「働くうえでの基礎知識」について説明いたします。
もちろん、学校からの希望に応じて説明内容を絞ることも可能です。

【実際の「出前講座」の様子】

労働法

お気軽にお問い合わせください。申し込みは専用のフォームか裏面の講師派遣依頼書を郵送によりお申込みください。
【申込案内及びフォームのページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyou_inf/demae_koushi.html

【問い合わせ先】〒310-8511 水戸市宮町1-8-31
茨城労働局雇用環境・均等室
休み方・働き方改善コンサルタント

☎029-277-8295

〔◀QRコード〕
申込専用の
フォーム



学 校 名

所 在 地
〒

電 話 番 号

ご 担 当 者 職
氏 名

希 望 日 時

第1希望
令和 年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分（ 分）

第2希望
令和 年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分（ 分）

セ ミ ナ ー 名 称
講 義 会 場

オンライン開催希望の有無 ： □ 有 □ 無

名称：
会場：
パワーポイント使用可否 ： □ 可 □ 不可

参 加 予 定 数 名（ 事前申込 ・ 自由参加 ・ 講義 ）

参 加 対 象 者 4年生 ・ 3年生 ・ 2年生 ・ 1年生 ・ 教員

希望講義内容
(ﾁｪｯｸしてください
複数希望可能)

□ 労働関係法の基礎知識（採用、時間外労働、年休等）
□ 働く上での各種保険制度
□ パワハラ・セクハラ（就活セクハラ含む）等ハラスメント関係
□ 仕事と家庭の両立支援制度（産休・育児休業・介護休業等）
□ 働き方改革
□ その他（ ）

受講学生の状況
これまで労働局の「労働法セミナー」の受講実績 □ あり □ なし
労働法の知識の状況 □ 十分ある □ 少しある □ 全くない

備 考
※講師等の説明内容に対する要望等がございましたらご記入願います。

茨城労働局雇用環境・均等室
働き方・休み方改善コンサルタント あて

【申込先】茨城労働局 雇用環境・均等室
担当：働き方・休み方改善コンサルタント
TEL：029-277-8295 FAX：029-224-6265

講師派遣依頼書

※日程等の調整につきましては、
茨城労働局から連絡させていただきます。

令和 年 月 日

職 氏名


